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【配布資料】

令和7年度の裁判所職員（裁判官以外）研修について

令和7年度の研修実施計画においては、別紙記載の「裁判所職員（裁判官以外）

研修に関する重要な事項」（令和5年度議決）について、変更はない。
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(別紙）

裁判所職員（裁判官以外）研修に関する重要な事項

第1 研修（中央・高裁委嘱．各庁委嘱）

裁判所職員総合研修所（以下「総研」という｡）で中央研修を実施するほか、総

研が高裁又は地家裁に委嘱して、高裁が管内各庁及び最高裁に所属する職員に対

して、又は地家裁が各庁に所属する職員に対して実施する。中央研修は、司法研

修所と合同で実施することがある。実施場所は、総研又は委嘱を受けて実施する

各庁とするが、研修実施方法やカリキュラムの内容に応じて、それ以外の場所で

も実施する。

1 業務内容に応じた専門性・能力の向上等を目的とした研修

（1）裁判実務に関するもの（5日間以内）

書記官、家裁調査官、事務官、速記官及び執行官を対象とし、裁判事務の

分野（民事、刑事、家事、少年等）について、官職及び執務経験に応じて組

織課題への取組、執務能力の向上等を目的として実施する。

（2）事務局事務に関するもの

ア 管理職員'を対象者とするもの（3日間以内）

（ｱ）研修事務を担当する管理職員を対象とし、研修の的確な立案や円滑な

実施等を目的として実施する。

（ｲ）次席家裁調査官等を対象者とし、家裁調査官に係る高裁委嘱研修等の

充実、改善等を目的として実施する。

イ 中間管理職員2を対象者とするもの（3日間以内）

1平成21年3月31日付人任A第000563号事務総長依命通達「裁判官及び裁判官の秘

書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について」別表（以下「依命通達別表」

という｡）において、最高裁判所規則第6号「裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標

準的な官職を定める規則」別表（以下「規則別表」という｡）の1の項第3欄第2号又は同第3

号の職制上の段階と同等の職制上の段階に属する官職にある者

2依命通達別表において、規則別表の1の項第3欄第4号の職制上の段階と同等の職制上の段
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(ｱ）研修事務を担当する中間管理職員を対象とし、研修の的確な立案や円

滑な実施等を行う指導者の養成を目的として実施する。

(ｲ）情報セキュリティ対策事務を担当する中間管理職員を対象とし、情報

化に伴う情報セキュリティに係る執務能力の向上等を目的として実施す

る。

ウ 管理職員等以外の職員3を対象者とするもの（5日間以内）

（ｱ）一定の執務経験を有する事務官及び技官4を対象とし、事務局事務の

分野について、担当職務に応じた執務能力の向上等を目的として実施す

る。

（ｲ）研修事務を担当する係長等を対象とし、研修の的確な立案や円滑な実

施に必要な執務能力の向上等を目的として実施する。

（ｳ）情報化推進の役割を担当する職員を対象とし、情報化に係る執務能力

の向上等を目的として実施する。

(3)管理業務に関するもの（5日間以内）

ア 管理職員を対象とし、管理業務に係る能力の向上等を目的として実

施する。

イ 中間管理職員を対象とし、管理業務に係る能力の向上等を目的とし

て実施する。

2 階層に応じた資質・能力の向上等を目的とした研修 ，

管理職員等以外の職員を対象者とするもの（5日間以内。ただし、(3)につい

ては実施機関が適宜期間を定める｡）

（1）一定の執務経験を有する書記官、事務官及び技官を対象とし､執務能力の

階に属する官職にある者

3依命通達別表において、規則別表の1の項第3欄第5号又は同第6号の職制上の段階と同等

の職制上の段階に属する官職にある者

4裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第

95号）第6条に定める行政職俸給表（一）の準用を受ける裁判所事務官及び裁判所技官をい

う｡）
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向上等を目的として実施する。

(2)事務官及び技官を対象とし、執務経験に応じた執務能力の向上等を目的と

して実施する｡

(3)事務官を対象とし、基礎的な法学教育を行うことにより、資質及び事務処

理能力向上を図る目的で実施する。

(4)新採用職員を対象とし、職務知識付与や裁判所職員としての自覚、職務意

識の高揚等を図る目的で実施する。

3 その他

高年齢層の職員を対象者とするもの（1日間程度）

高年齢層の職員を対象とし、それまで培った知識や経験等を生かし、引き続

き意欲をもって勤務できるようにするための支援を目的として実施する。

第2 委託研修

裁判所以外の機関が実施する研修に職員を参加させる｡参加させる研修､期間、

職員は、最高裁において定める。

第3 協議会

高裁事務局次長､高裁首席書記官､高裁所在地家裁首席家裁調査官を対象とし、

研修計画について検討すること等を目的として実施する。実施場所は総研とする。

第4 研究

実施場所は総研、研究員の所属庁及び関係機関等とする。

1 書記官及び家裁調査官等の合同による実務研究（7か月間程度）

2 書記官による実務研究（1年間程度）

3 家裁調査官による実務研究（1か月間程度から1年間程度）

（1）テーマを定めて行うもの

（2）関係機関の業務に関する研究を行うもの

第5 その他の研修

このほか各分野における課題への取組の進展状況、喫緊の課題の発生等に応じ
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て、裁判所職員総合研修所長において、別途研修を実施することがある。
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